
二次保健 　Ｈ２１．３（再編前） 　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ２１．４（再編後）

医療圏 保健所名 場所 　　保　健　所　名 場　所 　　　　　　　管　轄　市　町　村

県南東部 岡山保健所 岡山市 　　備前保健所 岡山市 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、（岡山市）

東備保健所 備前市 東備支所 和気町 備前市、赤磐市、和気町

県南西部 倉敷保健所 倉敷市 　　備中保健所 倉敷市 総社市、早島町、（倉敷市）

井笠保健所 笠岡市 井笠支所 笠岡市 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町

高梁・新見 高梁保健所 高梁市 　　備北保健所 高梁市 高梁市

新見保健所 新見市 新見支所 新見市 新見市

真庭 真庭保健所 真庭市 　　真庭保健所 真庭市 真庭市、新庄村

津山・英田 津山保健所 津山市 　　美作保健所 津山市 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町

勝英保健所 美作市 勝英支所 美作市 美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村

注１）　各支所では斜体で表示した市町村の保健関係業務を担当します。

　　　　　（支所では衛生関係業務を行いません。）

注２）　東備支所、新見支所、真庭保健所は、それぞれの地域事務所内に移転します。

注３）　岡山市・倉敷市にはそれぞれ岡山市保健所・倉敷市保健所が設置されていますが、今回

　　　　の再編による変更はありません。

　　　　　（なお、岡山市保健所へは、政令指定都市移行により、一部の業務が県から移ります。）


